
再 開 １４：０３ 

○ 副委員長 

 委員会を再開いたします。総括質疑に入ります。一般会計全般についての総括質疑を許しま

す。まず、質疑事項一覧表に記載されています上野委員の質疑を許します。 

○ 上野委員   

 収納滞納整理に関する業務の一本化についてですが、もうこのとおり、税や住宅使用料、収

滞納業務は、現在、各部署にてそれぞれ個別に行われて対応されておられますが、この業務を

一本化することが望ましいんじゃないかというふうに思いますが、この点、どのようにお考え

でしょうか。 

○ 行財政改革推進室主幹   

 本市では、それぞれの所管ごとに収納、滞納整理を行っておりますが、県内各市におけます

実施状況につきましては、税と一部の公金、それぞれの市で取り扱いが異なっておりますが、

収納、滞納部署を一本化し、事務処理している市が２８市中８市となっております。窓口業務

を一本化することによりまして、市民サービスの向上も図られ、また、事務の効率化にもつな

がるとは思いますが、実施している市では課題等もあると聞いております。 

 今後、先進事例を参考にしながら、課題、問題点を整理、検証しながら、抜本的に組織、機

構を見直す際には、検討してまいりたいというふうに考えております。 

○ 副委員長 

次に、八児委員の質疑を許します。 

○ 八児委員   

 すみません。それでは、土木費関係の不用額について少しお聞かせを願いたいと思います。 

１８２ぺージ、土木費の委託料で６,４６０万１,６６５円の不用額が出ておりますけれども、

これの内容についてお聞かせください。 

○ 土木管理課長   

 １３節「委託料」の土木管理費不用額について御説明いたします。ここで計上しております

委託費のほとんどが公共土木事業等に関するシステム管理並びに測量等の業務委託料でござい

ます。御質問の不用額６,４６０万１,６６５円の内訳につきましては、平成１８年度に予算計

上しておりました道路台帳システム開発委託に伴うものでございまして、合併によります旧市

町が独自で運用しておりました市道認定路線の統一と、本庁・支所での閲覧を可能にするため

のシステム開発でございます。予算額が１億５千万円に対しまして平成１９年５月３１日の入

札によりまして９,８３８万５千万円で落札されまして、そこで不用額が５,１６１万５千円生

じております。また、道路台帳システムの開発に伴いまして、各支所で計上しておりました市

道認定台帳の修正委託料合計１,０２０万円等が重複をしておりましたので、これも不用額とな

っております。また、市道敷等の確定測量箇所や測量の減、入札残によりまして２７８万６,

６６５円が不用額となっております。以上が土木管理費の委託料の６,４６０万１,６６５円の

内訳でございます。 

○ 八児委員   

 それでは、この中においては、工事が終了してないとかということはないわけでございます

ですね。 

○ 土木管理課長   

 そのとおりでございます。 

○ 八児委員   

 続きまして１８６ぺージ、１５節「工事請負費」ですね。土木橋梁費の不用額でございます

けれども、１億３５１万９,１１４円の不用額がございますけれども、これについての御説明を

お願いしたいと思います。 



○ 土木建設課長   

 １５節の工事請負費の残額の件でございます。道路橋梁新設改良費の工事請負費の不用額に

ついてでございますけれども、主なものは、まず小峠・東光線道路改良工事で用地買収が不調

に終わったため、工事延長を１８０ｍから９０ｍに変更し、予算額７,９４３万２千円に対しま

して執行額が５,０５３万円で、２,８０９万２千円が執行残として残っております。 

 また、旧筑穂でございますけど、車屋橋・切畑線道路改良工事につきましては、落札額が６

４.５４％であったため、予算額１,８００万円に対しまして執行額が９９２万３千円で、８０

７万７千円が執行残として残っております。本工事は、これで終了をいたしております。 

 それから、水江・本町線道路舗装工事につきましては、工事延長６００ｍを計画しておりま

したが、３００ｍを土木管理課で緊急舗装修繕工事を実施しておりました。また、本工事を実

施するに当たり、現道地盤の支持力調査を行った試験結果では、路盤からの改良の必要性がな

く、表層工のみの改良で交通量に対する対応ができる舗装圧となりました。この結果、本工事

箇所全体で舗装厚さが薄く施工でき、また、緊急舗装した箇所もそのまま使用できると判断し、

残延長３００ｍを舗装改良施工したことにより、予算額１,７００万円に対しまして執行額が４

０９万５千円で、１,２０９万５千円が執行残として残っております。 

 ここには掲載がございませんけれども、平成１９年度に予定いたしておりました本町２号線

景観舗装整備工事につきましては、広報等で地元の調整がつかず着工できなかったため、予算

額５,１００万円をそのまま残しております。 

 また、その他、各種舗装につきましては、改良等で執行残額２６３万５千円の合計１億３５

１万９千円が不用額としてここに上がっているわけでございます。 

○ 八児委員   

 それでは何点か、最初の小峠・東光線について工事減額があっておりますが、これ、途中で

終わっておるんですかね。これについて今後の見通し、工事の見通しについてお尋ねしたいと

思います。 

○ 土木建設課長   

 この９０ｍの分でございますけれども、昨年用地買収等々で、用地の方々に要望また買収に

協議をさせていただいたところでございますけれども、買収の御同意が得られず今日に至って

おるところでございます。本年に入りましても、引き続き積極的に地権者の方に用地の協力の

お願いは行っておるところでございますけれども、まだ、御協力を得られてないというのが現

状でございます。今後とも精力的にまいりたいと思います。 

○ 八児委員   

 もう１件の本町２号線景観舗装工事につきましての今後の工事の見通しについてお聞かせく

ださい。 

○ 商工観光課長   

 本町２号線、旧伊藤伝右衛門邸前の道路でございますけれども、現在、関係各課と協議を行

っているところでございますけれども、旧伊藤邸、現在、大変多くのお客様が来ておられまし

て、工事時期につきまして種々検討しているところでございますので。ただ、不成形的な道路

もございますので、工事自体につきましては実施したいという考えございますけど、今言いま

したような状況でございますので、もうしばらく調整をしていきたいというふうに考えており

ます。 

○ 八児委員   

 それでは、次に移らせていただきます。１８８ぺージですかね。河川新設改良費の１５節の

工事請負費でございますけれども、これ、金額はわずかなんですけれども、予算額が３千万円

に対して４９５万３千円ほど余っておりますので、ちょっとこれについて御説明お願いしたい

と思います。 



○ 土木管理課長   

 １８８ぺージ、１５節の工事請負費について御説明いたします。中村急傾斜地崩壊対策工事

につきましては、予算額が１,２００万円に対しまして１,１８５万４,５００円で執行をいたし

ておりますが、不用額が１４万５,５００円残で残っております。 

 また、各所河川改良工事につきましては、本支所に計上しておりました改良工事予算額５５

０万円に対しまして６７万５,９００円の執行残が発生しております。 

 庄内支所によります平成１９年度繰越明許の有井３区排水ポンプ場改築工事費の予算額が１,

４３７万円に対しまして、９１９万８千円の執行をいたしましたので、４１３万２,５００円の不

用額が発生いたしました。 

 こうしたそれぞれの原因によりまして平成１９年度河川新設改良費の不用額が４９５万３,９０

０円となっております。工事等はすべて完了しております。 

○ 八児委員   

 わかりました。では、次に移らせていただきます。１９０ぺージ、街路事業費の１９節「負

担金」ですけれども、ここでも少し、４,４８４万５,９４７円不用額として残っておりますけ

れども、これについて御説明をお願いしたいと思います。 

○ 都市計画課長   

 街路事業費、負担金補助及び交付金の不用額については、事業主体が国土交通省の新飯塚・

花瀬線、芳雄橋道路改良工事負担金残額２,３１５万９千円と事業主体が福岡県の目尾・忠隈線、

飯塚橋道路改良工事負担金、残額１３３万４千円、鯰田・中線道路改良工事負担金の残額２,

１４７万５千円、新飯塚駅西口広場管理費負担金残額２,９４７円の合計４,５９７万９４７円

に、新飯塚・花瀬線道路改良工事負担金へ１１２万５千円の流用を行い、４,４８４万５,９４７

円の不用額となったものであります。 

○ 八児委員   

 それでは、この中で工事の残ったところとかいうのはないんですよね。 

○ 都市計画課長   

 負担金でございますので、工事の残ったという考え方のものはございません。 

○ 八児委員   

 それでは、次に移らせていただきます。次が１９２ぺージ、流域下水道費の１５節「工事請

負費」でございますけれども、ここでも不用額が４,４８４万９,９４２円残っております。こ

れについて御説明をお願いしたいと思います。 

○ 都市計画課長   

 流域下水道費の工事請負費の不用額については、平成１９年度の潤野・枝国雨水幹線新設工

事は、事業主体の福岡県から受託工事で延長約４３７ｍを整備するもので、予算に対する設計

の残額６８２万９,４４２円と、１工区から４工区までの工事執行による残額３,８０２万５０

０円を合わせた４,４８４万９,９４２円が不用額となったものであります。 

○ 八児委員   

 すみません、ちょっともう少しですけども、こういう不用額は入札執行残処理という形にな

るんでしょうか。 

○ 都市計画課長   

 設計の当初の残額、今言いましたように６８２万９,４４２円と、１工区から４工区までの委

員の言われました執行による３,８０２万５００円を合わせた４,４８４万９,９４２円という

内訳でございます。 

○ 八児委員   

 ありがとうございます。今、不用額がたくさんございますので、ちょっとお聞きをさせてい

ただきました。基本的には、ちょっと戻りますが、道路橋梁新設改良費など、これは基本的に



全体を通してなんですけども、トータルしますとかなりの金額、１０億円ほどの不用額が出て

おりますけども、これについてちょっとお聞きしたいと思います。こういう形でかなりの金額

が残っておりますけども、中には当然工事費として残しておかなくちゃいけないという形で、

着工できる状況になれば使用できるという形になっておりますけども、やはり我々実は、細か

い事を言って申しわけないんですけど、この中に各所の修繕費とかいろいろたくさんあるわけ

でございます。そういうことで、やはり私どもは小さい、道が悪いとか、あそこが穴ができて

るとか、あそこに蓋をしてくれとか、たくさんいろいろの要望を受けて、それぞれの支所なり

本庁なりに御相談を申し上げておるところでございますけども、なかなかそれが進まない状況

はたくさん私のほうは見受けられるように思っております。こういうことで、かなりの金額が

不用額として、この中には単費じゃない部分も含まれておるとは当然のことと思いますけども、

大半が単費ではないかと思っております。そういうことで、ぜひ柔軟な予算の活用を、これは

要望という形でお願いしていきたいんですけど、ぜひ柔軟な活用をやっていただいて、住民サ

ービス、そしてもしくは市民の方がそれで事故を起こさないように、起こらないようにしっか

りと、維持管理にもしっかりと手を入れていただきたいと。 

 そしてもう一つ、なおかつ、これだけの金額が余るということは、本当にこの工事すること

によってたくさんの業者の方が仕事にありつける状況も生まれてくると思うんです。そういう

ことで、地域の企業のやっぱり活性化が伴ってくるんではないかと、そのような面もあるんで

はないかと思います。そういうことで、しっかりと予算の執行はきちっとやっていただきたい。

本当にきのうも述べさせていただいたんですけども、やはり工事が止まっておるとかいうのは、

しっかりとやっぱり担当なりしっかりやっていかなきゃいけない部分があるんではないかと思

っております。そういうところについては、しっかりと人的な措置もしていただいて、対応を

きちっとやって、そして市民の方が少しでも、飯塚のまちがよくなったと言われるような状況

に早くしていただきたいということで、これは要望して終わらせていただきます。 

○ 副委員長   

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：２３ 

再 開 １４：２４ 

○ 委員長 

 委員会を再開いたします。 

 次に、質疑事項一覧以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 後藤委員   

 私は、職員の部分でちょっとお尋ねしたいんですが、技術系の職員さんのほうは実際に人事

課、行革のほうで、今の人数で十分だとお考えかどうか、まずお尋ねします。 

○ 行財政改革推進室主幹   

 技術職の職員につきましては、ことし２名新規採用ということでいたしておりますが、全体

に昨年採用予定よりも少なかったという中で、今年度に入りましても各課のヒアリング等を実

施した中では、職員が足りないというようなお話は聞いておりませんが、今後とも各課、所属

長の御意見等を聞きながら、来年以降の組織機構を構築していきたいというふうには考えてお

ります。 

○ 後藤委員   

 では、技術系職員がいたら、設計委託とかコンサルとか、そこら辺の形で出さなくて、職員

ができる仕事は大体どのくらいあるかは、ちょっと言いにくいかもわかりませんけど、それが

あるんじゃないかなと思うんですけど、あるかないかだけでお答えいただけないでしょうか、

技術系職員がいたら出さなくてもいいような設計委託とかそういうのがあるかどうかをお願い

いたします。 



○ 都市建設部次長   

 今の質問でございますが、技術系の職員が今現在どうなのかと、仕事内容として委託あたり

が結構多いので、そういった委託をしないで済むような状況になるのかというようなことでご

ざいます。それで、現在、技術系の職員の中で現地測量、用地測量、そういったのも今やって

いる状況でございます。現在、実を申しますと大きな事業につきましてはなかなかやはり人間

の数というんでしょうか、そういったのでなかなか賄えないというようなことで、普通の一般

的な小さな一日、二日で終わるような測量につきましては現在やっておりますけども、今後、

路線測量、それとか用地測量、少し広目の測量、そういったのにつきましては、やはり人員の

確保をしていただきながらお願いしたいというふうに思っております。今現在は、そういった

ことについての委託関係につきましては、委託を取ったりお願いして対応しているような状況

でございますので、そういったことでございます。 

○ 後藤委員   

 では、ちょっともう１点お聞かせいただきたいんです。私は職員採用試験があるかないかお

尋ねしてたんですけど、今年度が、あるんでしょうかないんでしょうか、お答えください。 

○ 人事課長   

 採用試験につきましては、結論から申し上げますと、今年度については見送るという結論に

なっております。 

○ 後藤委員   

 今年度とらないということで、昨年度実施して募集よりも少なく２人だったと。上下水道局

と都市建設部とあるわけですが、結局は、金額はどのくらいあるかわかりませんけど、外注し

なくてもいい仕事が、実際職員さんがおればそっちのほうがいいんじゃないかという仕事がた

くさんあると思うんです。で、これからも要望だけにしておきますけど、やはり中途採用でも

して経費を下げるということを考えていただけないか。やはり今足りないのは技術系職員さん

じゃないかなと自分は思っておりますので、そこら辺を考慮していただきたいということを要

望いたします。 

○ 委員長   

 ほかに質疑はありませんか。 

○ 楡井委員   

 通告外で申しわけありませんが、昨日の質疑の中で、私は部落解放同盟、全日本同和会への

補助金で、余ったものは返還すべきだというふうな意見を述べました。昨日、その質問を終え

た後で、これと関連して非常に大事だという情報がありましたので、そのことについてお聞き

したいというふうに思います。 

 これは、鳥取市の教育委員会における同和地区保護者育成事業補助金というのがありまして、

これが不明確な処理の結果、使途不明金になってしまっているという内容のものであります。

これで、刑事告発等も行われておりまして、刑事告発は教育長が告発人になって告発している

という事件がありました。このことについて御存じであれば、あらまし御報告願いたいと思い

ます。 

○ 人権同和推進課長   

 手元にインターネットによる情報でございますが、申しわけありません、その程度しかあり

ませんが、それについて御報告させていただきます。日本海新聞という新聞の情報でございま

すが、２００８年、本年の３月１２日付のローカルニュースということで、簡単に概要を説明

させていただきます。 

 市教補助金に不明確会計、部落解放同盟役員を告発という記事でございます。鳥取市教育委

員会が部落解放同盟鳥取市協議会に支給した補助金をめぐり、２００５年度に不明確な会計処

理があったとして、中川俊隆教育長が同協議会の役員を詐欺罪で鳥取署に刑事告発していたこ



とが、１１日わかったと。中川教育長は、補助金の内容な金額について捜査中なので発言は控

えたいと話していると。 

 中川教育長が告発したのは、前年６月２５日、市教育委員会が２００６年４月、２００５年

度会計などを書類審査する中で不明確な補助金の使途が発覚した。関係者によると、実際は使

わなかった補助金を使ったように会計処理していたという。市教育委員会は、２００６年度か

らこの補助金を打ち切り、同年秋、市長部局と合同チームを立ち上げて調査、中川教育長は、

本会議で十分な解明に至らなかったので告発したと述べております。 

 市長部局も協議会に対し、研修会などの事業に補助金を出してきたが、問題発覚後に再監査

を行い、適正な予算執行を指導、２００６年度当初で１,５００万円を組んだが、使われたのは

わずか３分の１、本年度当初は６６０万円の予算を組んだが全額減額補正し、新年度は予算を

組まない方針だという記事でございます。 

○ 楡井委員   

 今、御報告があったように、使途不明金というようなことで、結局補助金を出した分のうち、

３分の１ぐらいしか使われていなくて、後で減額補正したというような状況もあったり、その

うちの５０万円ですか、これが使われないまま行方不明になってしまっているというような状

況です。これは、昨日私言いましたように、やっぱり補助金として出したものが使われないま

まに繰越金のような形で残っていくと、このような使途不明金等を生むような温床になる恐れ

があるというふうに心配するわけであります。そういう可能性をやはりきちんと取り除くべき

じゃないかと思うんです。この教育長は結局、自分たちが市長部局と合同で調査委員会をつく

って調査したんだけれども、十分な解明に至らなかったという状況で、自分たちの力だけでは

解決できないということで、司直の手によって全容を明らかにしようという態度で臨んでいる

というふうに思われます。非常にこの関係を含めて解放同盟への補助金も大きく削減されてい

っているという状況が生まれています。 

 そこで、平成１９年度の決算書を審議してきまして、そして今回それなりに前年度と違って

大きく決算書そのものは改善されたというふうに思いますけれども、ここで一つだけお聞きし

たいんですが、昨年、行政の側として解放同盟の側からの提供による領収書１枚１枚を点検し

て、そして報告用の資料を作ったというような御報告もあったんじゃなかったかというふうに

思いますが、今回はそういうふうな資料は作りませんでしたか。 

○ 人権同和推進課長   

 昨年度までは行革等の配慮をせず、膨大な関係資料をつくっておりましたが、事務改善で本

年は簡素化いたして、昨年提出したような資料は作成しておりません。 

○ 楡井委員   

 繰り返しになって申しわけないんですけども、やはり２５０万円でしたか、２９０万円でし

たか、それほどの余剰金が出ています。この中でほとんど自主財源というのは、市教のほうに

はたくさんあるかもしれませんけども、そこもきちんと精査をしていただいて、余ったやつは

解放同盟の繰越金というふうにしないで、市のほうへ返還を求めるようにしていただきたいと

いうことを要望してこの質問を終わります。 

○ 田中廣文委員   

 今、鳥取県の話がありました。鳥取県でそういうふうなことがあったということですが、飯

塚市で課長さん含めいろいろやっぱり指導されておる中で、飯塚市教にそういうものがあるか

どうか、それからまた全日本同和会でそういうものがあるかどうか教えていただきたい。 

○ 人権同和推進課長   

 前年決算と同様、平成１９年度決算につきましても、領収書等まで含めて関係台帳すべてチ

ェックいたしまして検査いたしました結果、不明瞭な使途はありませんでした。 

○ 田中廣文委員   



 私どもはやっぱり、私自身そこに所属しておりますし、そういうことについてはやっぱり厳

しくやらなければいかんというふうなことは私自身思っております。他の地域でそういうこと

があったということで、やはり飯塚市もそういうことがあるんではないかという、やっぱり風

潮といいますか、風評といいますか、そういうことで私は困ると思う。やはり次の年度にまた

越すときもあるわけですから、助成金でもすぐ４月１日から出るかということにはならない部

分もあるかと思います。そういう部分ではやはり繰越金というものはどこでも認められておる。

こういうこともあるわけです。そういうものをやっぱり慎重に考えていただく必要があるんで

はないかというふうに思いますが、どうですか。 

○ 企画調整部長   

 今、委員さん御指摘のように、本市におきます運動団体に対します補助金につきましては、

私どものほうがまず上半期の出納検査、それから決算審査、これを十分に行った上で、この出

納に関しまして適正に執行されたと、されているということを十分に掌握いたしております。 

 それから、平成１９年度の決算におきましては約２５０万円程度の繰越金が生じております。

しかしながら、この繰越金につきましては、新年度の交付時期がどうしても４月の決算審査を

終えた中での交付時期ということになりまして、４月末に交付するというような状況に至って

おります。この４月の１カ月間の活動費というのはどうしても運動団体に必要でございますの

で、この繰越金を１カ月間程度の分のいわゆる活動費ということで、繰越金は十分に認めてい

るのが現状でございます。 

○ 委員長   

 ほかに質疑はありませんか。 

○ 柴田委員   

 通告外で申しわけございませんが、お尋ねいたします。１０款５項２目の公民館費、２２０

ページについてちょっとお尋ねいたします。ここに、２節に給料、それと７節に賃金とありま

す。公民館長、飯塚市には１２でしょうか、大きな公民館がございますが、この公民館長の給

与はどちらのほうから出ておるのかお尋ねいたします。 

○ 中央公民館長   

 公民館長の給与につきましては、市内１２地区公民館がございますが、そのうち旧４町の公

民館長につきましては、定数職員を配置いたしておりますので、給与のほうから出ております。

それから、旧飯塚の８地区公民館の館長につきましては、非常勤嘱託職員を配置いたしており

ますので、嘱託員賃金のほうから支出をいたしております。 

○ 柴田委員   

 では、旧町においては市の職員ということで、市のほうが任命をされていらっしゃると思い

ますが、地区公民館、８館のほうはどのように任命されているのかお尋ねいたします。 

○ 中央公民館長   

 旧飯塚８地区の公民館の館長につきましては、各地区公民館に公民館運営審議会というのが

ございます。ここにおきまして推薦を受けまして、市の教育委員会が任命しておるのが現状で

ございます。 

○ 柴田委員   

 旧４町のほうは市の職員の方、地区公民館においては地域より選ばれてという状況ではない

かと思います。この公民館というのは文化の発信基地であり、また人が学び育つ所であると思

います。今までは結構高齢者の方々が活用されておられまして、それなりに今日まで一生懸命

やってきておられたと思います。現在、ある部分少し、参加、公民館活用数が少なくなってき

ている部分がございます。これは、高齢者ももう出られなくなったという状況も増えていらっ

しゃると思いますが、今からは団塊の世代の方々が退職されて活用される場所になってまいり

ます。その場所において、この大事な、公民館はそういう場所になってまいると思います。こ



の状況において、今から本当に文化施設やら公民館は、その資質のある人、それからやる気の

ある人でないと発展していかないと思います。ぜひ、そういうことを考えて公民館長というこ

とを選んでいただきたいと思いますが、市としてはいかがでしょうか、どのような思いでいら

っしゃいますか。 

○ 中央公民館長   

 議員御指摘のように、今からの地区公民館は地域コミュニティの拠点施設ということで充実

していかなければならないということで、目標も掲げておるところでございます。それを踏ま

えまして、昨年度には旧飯塚８地区公民館には定数職員の係長を８人配置しておる状況でござ

います。今後ともその辺を十分踏まえまして、公民館の充実に努めてまいりたいと考えており

ます。 

○ 柴田委員   

 今、各地区公民館に市の方を配置していただいている、これは本当にすごく大事なことでよ

かったと思っております。また、その公民館長を任命する、選ぶというあたりに対して、やは

り今申しましたように、今から地区の公民館が、地域が中心になってまいりますので、ぜひこ

の公民館長を選ばれるときには、ぜひ地域の方々にも、やはり発展していくためにどのように

選んだらよろしいかということを十分に御指導いただき、また研修もしていただいて、これか

らの公民館館長の任命をしていただきたいと思いますので、このことを要望して終わります。 

○ 委員長   

 ほかに質疑はありませんか。 

○ 安藤委員   

 すみません、通告外でまことに申しわけないんですけれども、講習会費、職員研修について、

平成１９年度でいけば４００万円近くが使われているというところでございますけれども、こ

の主な内容についてちょっとお知らせしていただければと思いますけれども。 

○ 人事課長   

 かなりの項目になってまいります。各費目について主な内容を申し上げますと、まずは委託

料というような形でございまして、これは昨日も御質問がありました手話研修の委託料、ある

いは人事評価制度の研修委託料というものを組んでおります。 

○ 安藤委員   

 成果説明書の中で職員研修という部分がございまして、１６ページになりますけれども、そ

の中で職員研修所内研修とか派遣研修とかいろいろ載っておりますけれども、この中で主にど

こら辺に予算を大きく割かれているかっていうのはわかりますでしょうか。 

○ 人事課長   

 研修先でございますけれども、市町村職員研修所研修ということで、これは具体的には大野

城市のほうに現在福岡県の自治体の職員の研修を行う施設がございますが、こちらのほうに派

遣をするもの、あるいは市町村アカデミー研修と申しまして、いわゆる全国の自治体の中央研

修所がございます、こちらのほうへ派遣をする研修、あるいは自治大学校というのが東京都の

ほうにございますけれども、こちらのほうへ派遣をするもの等がございます。また、今御質問

にございました派遣研修といたしましては、福岡県、あるいは九州経済産業局等へ、それから

もう一つございますのは、国立の夜須高原青年の家という所がございますけれども、こちらの

ほうへも研修ということで職員を派遣しておるところでございます。 

○ 安藤委員   

 いろんな所に派遣をされて研鑽を深められているというところだと思いますけれども、これ

っていうのは一応年間スケジュールにのっとって計画されてということになるわけでしょうか。 

○ 人事課長   

 そのとおりでございます。前年度から主な計画を立てまして、その計画のとおり執行してい



るという状況でございます。 

○ 安藤委員   

 実はこの間、東京のほうで、教育シンポジウム、教育格差を考えるというのがございまして、

私はそちらのほうに参加させていただいたんですけれども、そういったのは結構特別に用意さ

れる、御案内されるものだっていうふうに思ったりするんですけれども、残念ながらそういう

ものにはなかなか市の職員の方が出て行けないっていうのが現状かなと思ったりするんですけ

れども、そういったシンポジウムとかそれぞれのスキルアップにつながるものに対しては、ぜ

ひフレキシブルに考えていただいて、ぜひそういうものにも予算をつけていただけるような仕

組みづくりっていうのを、ぜひ今後ともお願いしたいなと思いますけれども、その点いかがで

しょうか。 

○ 人事課長   

 御指摘の点につきましては最大限配慮をさせていただきたいと思っております。現状で申し

上げますと、やはりこういうふうな研修を行いましても、執行残等が生じる場合がございます。

そういう場合につきましては、人事課のほうへ、こういうふうな研修があるんだけれども、予

算がないんでどうにかならないかというような御相談を受けることもございますが、可能な限

り対応させていただいているところでございます。 

○ 安藤委員   

 ぜひそのように考えていただいて、もう１点、これも勉強会なんですけれども、自治体法務

を考えるという勉強会があったりしておりますけれども、これも職員の方中心にやられている

勉強会なんですけれども、残念ながら飯塚市からはどなたも参加をされてないというところも

ございますんで、ぜひともそういう勉強会にも積極的に御案内されて、すべてスキルアップが

市民のためにつながっていくというところになっていくと思いますんで、ぜひ今後ともよろし

くお願いしたいと思います。 

○ 委員長   

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

 質疑はないようですから、総括質疑を終結いたします。 

 以上をもちまして、一般会計歳入歳出決算全般についてすべての質疑を終結いたします。 

 なお、討論、採決につきましては保留して、財産に関する調書及び基金の運用状況に関する

調書に対する質疑終結後に行いますので御了承願います。また、各特別会計の審査におきまし

ても、討論、採決は同じ運営をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。３時から再開をいたします。 

休 憩 １４：５３ 

 


